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香芝市告示第４４号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月１日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月１日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 

 



香芝市告示第４５号

公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に

基づき下記のとおり公示します。

なお、関係図書は平成２１年４月２日から２週間、香芝市都市整備部下水道課に備え置いて公衆の縦覧に

供します。

　　　平 成２１年４月１日  

               香 芝 市 長　　  梅　田　善　久

１　公共下水道の供用開始及び下水の処理を開始する年月日

　　　平 成２１年４月１６日

２　公共下水道の供用開始及び下水の処理を開始する区域

      香芝市上中地区の一部、高地区の一部、北今市２丁目地区の一部、逢坂５丁目地区の一部、下田東１丁目地

　　　区の一部、下田西１丁目地区の一部、狐井地区の一部、良福寺地区の一部、五位堂２丁目地区の一部、五位

　　　堂４丁目地区の一部、五位堂５丁目地区の一部、鎌田地区の一部、磯壁３丁目地区の一部、磯壁４丁目地区

　　　の一部

３　供用開始する排水施設の位置

（１）上中地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

５００９－２ 香芝市上中７２６ 香芝市上中２９０－２

５１９２－２ 香芝市上中２９１ 香芝市上中３９７－２

５１９２－３ 香芝市上中２８８－２ 香芝市上中３９０

５０１９ 香芝市上中２９４ 香芝市上中３７１

５０１２ 香芝市上中２９９－１ 香芝市上中３７１

５０２３－１ 香芝市上中３０６－１ 香芝市上中３６０

５０２３－３ 香芝市上中３６０ 香芝市上中３０７－１

５０２３－４ 香芝市上中３０７－１ 香芝市上中３５７

５０２４－２ 香芝市上中３１５－１ 香芝市上中３５５

５０２５－２ 香芝市上中３１８ 香芝市上中３５４－１

（２）高地区
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幹線（香芝第２汚水幹線）

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

４２９３－１ 香芝市高１３８－１ 香芝市高１３８－３

（３）北今市２丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

４２５８ 香芝市北今市２丁目２２３－１ 香芝市北今市２丁目２２３－４

（４）逢坂５丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

４０５６ 香芝市逢坂５丁目８３０－１ 香芝市逢坂５丁目８０４

４０６６ 香芝市逢坂５丁目８０４ 香芝市逢坂５丁目８１３－１

４００６ 香芝市逢坂５丁目５９４－２ 香芝市逢坂５丁目６１３－１

（５）下田東１丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

３１９６ 香芝市下田東１丁目４６０－３ 香芝市下田東１丁目４６１－３

（６）下田西１丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

３２８１－３ 香芝市下田西１丁目１７１－２ 香芝市下田西１丁目２８６

（７）狐井地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

３４７８－３ 香芝市狐井５００－１ 香芝市狐井５００－１

０２５９ 香芝市狐井５０５－３ 香芝市狐井５０５－１５

０２６０ 香芝市狐井５０５－５ 香芝市狐井５０５－２９

０２６１ 香芝市狐井５０５－２０ 香芝市狐井５０５－３１

（８）良福寺地区

枝線
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管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

０２５９ 香芝市良福寺２１５－７６ 香芝市良福寺２１５－１３

０２６１ 香芝市良福寺２１５－２３ 香芝市良福寺２１５－３３

香芝市良福寺３１０－３ 香芝市良福寺３０８－２

００９２－１ 香芝市良福寺１６２－１ 香芝市良福寺１６２－１

（９）五位堂２丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

３４８０－１ 香芝市五位堂２丁目５８３－１ 香芝市五位堂２丁目５８３－１

３４７５ 香芝市五位堂２丁目５５３－３ 香芝市五位堂２丁目５５３－３

（１０）五位堂４丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

３５１１ 香芝市五位堂４丁目２８６－１ 香芝市五位堂４丁目２９０－９

（１１）五位堂５丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

香芝市五位堂５丁目１０５－１ 香芝市五位堂５丁目１０６－３

（１２）鎌田地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

３３３１ 香芝市鎌田６２９－３ 香芝市鎌田４３８－１０

３３３２ 香芝市鎌田４３８－１０ 香芝市鎌田４３８－９０

３３３３ 香芝市鎌田４３８－９０ 香芝市鎌田４５８－２０

３３３４ 香芝市鎌田４５８－２１ 香芝市鎌田４５８－２５

３３３５ 香芝市鎌田４５８－１９ 香芝市鎌田４５８－２２

３３３６ 香芝市鎌田４５８－１３ 香芝市鎌田４５８－１６

３３４１ 香芝市鎌田４３８－１０ 香芝市鎌田４３８－１５

０００７ 香芝市鎌田６３３－１ 香芝市鎌田４０８

００３０ 香芝市鎌田６３９－３ 香芝市鎌田７０３－１

（１３）磯壁３丁目地区

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点
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２１３３ 香芝市磯壁３丁目９０－１ 香芝市磯壁３丁目４６－１

２５７６ 香芝市磯壁３丁目１１１ 香芝市磯壁３丁目１１１

２５８３ 香芝市磯壁３丁目１０５－１２ 香芝市磯壁３丁目１０５－２１

（１４）磯壁４丁目地内

枝線

管　路　番　号 起　　　　　点 終　　　　　点

２５７７ 香芝市磯壁４丁目１４１－５ 香芝市磯壁４丁目１４１－８

４　供用開始する排水施設の合流式又は分流式の別

　　　分　流　式

５　終末処理場の位置及び名称

　　　奈良県北葛城郡広陵町大字萱野５３３番地

　　　奈良県第二浄化センター
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香芝市告示第４６号

第２回香芝市議会臨時会を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１

条の規定により、次のとおり招集する。

平成２１年４月３日

香芝市長 梅 田 善 久

１ 期日 平成２１年４月１０日

２ 場所 香芝市役所 議場

３ 付議事件

(1) 香芝市議会議長の選挙について

(2) 香芝市議会副議長の選挙について

(3) 香芝市議会常任委員会の委員の選任について

(4) 香芝市議会議会運営委員会の委員の選任について

(5) 葛城広域行政事務組合議会議員の選挙について

(6) 奈良県葛城地区清掃事務組合議会議員の選出について

(7) 香芝・王寺環境施設組合議会議員の選出について

(8) 香芝・広陵消防組合議会議員の選出について

(9) 香芝市監査委員の選任につき同意を求めることについて

(10)香芝市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて

(11)香芝市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認につい

て
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香芝市告示第４７号 

 

香芝市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し

てはならない地域、場所及び物件に掲出されていた広告物は別紙のとおり屋

外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項に基づき、除却し保管してい

ます。所有者等の方は至急引き取りに来て下さい。 

尚、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定に基づき、

当該広告物を廃棄します。 

 

 

平成２１年４月８日 

 

 

           香芝市長   梅  田  善  久 

 

 

 

 

 

１．引取期間   公示の日から二週間（屋外広告物法第８条第３項第１号

に規定する広告物については二日間） 

 

２．引取方法   引き取り人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべ

き所有者等であることが確認できるものを掲示し、受領

書及び誓約書と引き換えに返還する。 

 

３．引取時間   午前９時から午後５時（土・日・祝日を除く） 

 

４．連 絡 先   香芝市役所 都市整備部 都市計画課 

TEL０７４５－７６－２００１（内線２０４） 



整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-61 東武建設 はり札 2 鎌田 H21.4.6 H21.4.6 下田倉庫

21-62 HOTELウォーターゲート はり札 17 香芝市内 H21.4.6 H21.4.6 下田倉庫

21-63 大黒ハウス はり札 1 穴虫 H21.4.6 H21.4.6 下田倉庫

21-64 昇陽ハウジング はり札 6 上中 H21.4.6 H21.4.6 下田倉庫

21-65 関西ハウジング 立看板 1 旭ヶ丘 H21.4.6 H21.4.6 下田倉庫

21-66 豊富住建 立看板 13 旭ヶ丘 H21.4.6 H21.4.6 下田倉庫

21-67 東武建設 広告旗 4 鎌田 H21.4.6 H21.4.6 下田倉庫
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香芝市告示第４８号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月８日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月８日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第４９号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月１０日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月１０日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第５０号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月１６日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月１６日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第５１号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月２１日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月２１日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第５２号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月２３日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月２３日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第５３号 

 

香芝市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し

てはならない地域、場所及び物件に掲出されていた広告物は別紙のとおり屋

外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項に基づき、除却し保管してい

ます。所有者等の方は至急引き取りに来て下さい。 

尚、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定に基づき、

当該広告物を廃棄します。 

 

 

平成２１年４月２４日 

 

 

           香芝市長   梅  田  善  久 

 

 

 

 

 

１．引取期間   公示の日から二週間（屋外広告物法第８条第３項第１号

に規定する広告物については二日間） 

 

２．引取方法   引き取り人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべ

き所有者等であることが確認できるものを掲示し、受領

書及び誓約書と引き換えに返還する。 

 

３．引取時間   午前９時から午後５時（土・日・祝日を除く） 

 

４．連 絡 先   香芝市役所 都市整備部 都市計画課 

TEL０７４５－７６－２００１（内線２０４） 



整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-68 大黒ハウス はり札 1 穴虫 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-69 HOTELウォーターゲート はり札 27 香芝市内 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-70 関西ハウジング はり札 9 穴虫 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-71 豊富住建 はり札 3 上中 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-72 近畿住宅販売 はり札 1 旭ヶ丘 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-73 民主党 はり札 1 真美ヶ丘 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-74 葛城建設 はり札 1 真美ヶ丘 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-75 トラスト株式会社 はり札 2 真美ヶ丘 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-76 関西ハウジング 立看板 2 旭ヶ丘 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-77 豊富住建 立看板 11 旭ヶ丘 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-78 小池百合子来る 立看板 1 真美ヶ丘 H21.4.15 H21.4.15 下田倉庫

21-79 HOTELウォーターゲート はり札 4 下田、今泉 H21.4.16 H21.4.16 下田倉庫

21-80 東武建設 広告旗 4 鎌田 H21.4.16 H21.4.16 下田倉庫

21-81 大黒ハウス はり札 8 穴虫、田尻 H21.4.17 H21.4.17 下田倉庫

21-82 HOTELウォーターゲート はり札 21 香芝市内 H21.4.17 H21.4.17 下田倉庫

21-83 ファミティホーム はり札 12 田尻 H21.4.17 H21.4.17 下田倉庫

21-84 東武建設 はり札 2 鎌田 H21.4.20 H21.4.20 下田倉庫

21-85 ディアホーム はり札 3 高、北今市 H21.4.20 H21.4.20 下田倉庫

15



整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-86 HOTELウォーターゲート はり札 4 今泉 H21.4.20 H21.4.20 下田倉庫

21-87 関西ハウジング はり札 8 旭ヶ丘 H21.4.20 H21.4.20 下田倉庫

21-88 豊富住建 立看板 6 旭ヶ丘 H21.4.20 H21.4.20 下田倉庫

21-89 東武建設 広告旗 4 鎌田 H21.4.20 H21.4.20 下田倉庫

16
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香芝市告示第５４号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月２８日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月２８日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第５５号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年４月３０日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年４月３０日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市選挙管理委員会告示第２１号 
 
 
 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙における候補者の出納

責任者から提出のあった選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨を公職

選挙法１９２条第１項の規定により別紙のとおり公表する。 
 
  平成２１年４月２２日 
 
 
                                       香芝市選挙管理委員会 
                                           委員長 植 村  忠 昭 



 
20

別紙 略 



 21

香芝市監査委員告示第１号 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、監査の

結果に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 
 
平成２１年４月１６日 
 

香芝市監査委員  近 藤   洋 

香芝市監査委員   黒 松 康 至 

 
 

《監査結果に対する措置等通知文》 
 

香 選 第  ９８  号 
平成２１年３月３１日 

香芝市監査委員 近藤 洋  様 
香芝市監査委員 角田 博文 様 
 
 

                 香芝市選挙管理委員会 
委員長 植 村 忠 昭 

 
 

定期監査の結果意見に関する措置状況について 
 
 

平成２０年１２月５日付け定期監査の結果に関する意見につきまして、地方自治法

１９９条第１２項の規定に基づき、措置を講じた状況を下記のとおり報告いたします。 
 
 

記 
 
 
○定期監査意見に関する措置の状況 
＜平成２０年１１月２８日実施＞ 
【定期監査意見】 
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  経費削減等、効率的な選挙事務執行のため、臨時職員等による選挙期日の投票事

務等を含めた事務従事について、今後も引き続き推進されたい。 

 
【措置の状況】 
平成２０年５月の市議会議員補欠選挙において初めて臨時職員３名を選挙期日

の投票所事務に充て、本年３月の市議会議員選挙につきましてはその数を１０名に

増やし執行したものであります。 
なお、選挙事務に係る総人員数や総時間数は、選挙種別内容により都度増減する

ものでありますが、全体の取組みと致しましては引き続き臨時職員の導入拡大、職

員研修及び事務作業の見直し等に努め負担軽減及び経費削減を図って参ります。 
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香 芝 市 農 業 委 員 会 会 議 規 則 告 示 第 ５ 号  

 

平 成 ２ １ 年 ４ 月 ３ ０ 日  

 

                          香 芝 市 農 業 委 員 会  

           会  長  吉  村  増  雄  

 

 

平 成 ２ １ 年 第 ５ 回 香 芝 市 農 業 委 員 会 総 会 を 下 記 の

と お り 招 集 す る 。  

 

 

記  

 

 

 1  期  日  平 成 ２ １ 年 ５ 月 ７ 日  午 後 １ 時 ３ ０ 分  

 

 2  場  所  香 芝 市 役 所  ３ 階  第 １ 会 議 室  

  

3  案  件  （ １ ） 別 紙 議 案 の と お り  

（ ２ ） そ の 他  
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香芝市公告 

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条の規定に基づく定期の予防接種を次の

とおり実施する。 

 平成２１年４月 1日  

香芝市長 梅 田 善 久 

１ 予防接種の種類  第１期・第２期 麻しん風しん 

２ 接種方法  委託医療機関にて個別接種 

 病院名  病院名 

1 河井医院 14 ふゆひろクリニック 

2 澤井外科内科診療所 15 さない内科医院 

3 澤田医院 16 山本内科医院 

4 牧浦医院 17 高橋耳鼻咽喉科 

5 増田医院香芝診療所 18 かまだ医院(2 期のみ) 

6 内科松山医院 19 森岡内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ(2 期のみ) 

7 まみ小児科 20 みちのクリニック 

8 香芝村尾クリニック 21 二上駅前診療所 

9 下田診療所 22 加藤クリニック 

10 堀川医院 23 かわしま内科･外科こどもｸﾘﾆｯｸ 

11 安田医院 24 旭ヶ丘クリニック 

12 片岡医院 25 かわもとクリニック(2 期のみ) 

13 藤田産婦人科内科 26 西本内科 

３ 接種期間  第 1 期 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

        第２期 平成２１年４月１３日～平成２２年３月３１日 

４ 対象者  第１期 生後１歳～２歳未満の者 

       第２期 平成１５年４月２日～平成１６年４月１日生まれの者 

５ 費用  無料 

６ 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

（１）明らかな発熱を呈している者 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３）当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したこ

とが明らかな者 

（４）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

７ 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者） 

（１）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有

することが明らかな者 

（２）予防接種で接種後２日以内に発熱の見られた者及び全身性発疹等のアレルギーを

疑う症状を呈したことがある者 
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（３）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４）過去にけいれんの既往のある者 

（５）過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

８ 接種後の注意事項 

（１）高熱、けいれん等の症状を呈した場合は、速やかに医師の診察を受けること。 

（２）医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った香芝市保健センタ

ーに連絡すること。 
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香芝市公告 

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条の規定に基づく定期の予防接種を次の

とおり実施する。 

 平成２１年４月 1日  

香芝市長 梅 田 善 久 

１ 予防接種の種類  第３期・第４期 麻しん風しん 

２ 接種方法  委託医療機関にて個別接種 

 病院名  病院名 

1 河井医院 17 ふゆひろクリニック 

2 澤井外科内科診療所 18 さない内科医院 

3 澤田医院 19 山本内科医院 

4 枡岡診療所 20 池原クリニック 

5 牧浦医院 21 高橋耳鼻咽喉科 

6 増田医院香芝診療所 22 かまだ医院 

7 内科松山医院 23 森岡内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 

8 松井内科 24 みちのクリニック 

9 まみ小児科 25 二上駅前診療所 

10 中坊医院 26 加藤クリニック 

11 香芝村尾クリニック 27 和田クリニック 

12 下田診療所 28 かわしま内科･外科こどもｸﾘﾆｯｸ 

13 堀川医院 29 旭ヶ丘クリニック 

14 安田医院 30 佐々木クリニック 

15 片岡医院 31 かわもとクリニック 

16 藤田産婦人科内科 32 西本内科 

３ 接種期間  平成２１年４月１３日～平成２１年３月３１日 

４ 対象者  第３期  平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれの者 

       第４期  平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれの者 

５ 費用  無料 

６ 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

（１）明らかな発熱を呈している者 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３）当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したこ

とが明らかな者 

（４）妊娠していることが明らかな者 

（５）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

７ 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者） 

（１）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有
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することが明らかな者 

（２）予防接種で接種後２日以内に発熱の見られた者及び全身性発疹等のアレルギーを

疑う症状を呈したことがある者 

（３）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４）過去にけいれんの既往のある者 

（５）過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

８ 接種後の注意事項 

（１）高熱、けいれん等の症状を呈した場合は、速やかに医師の診察を受けること。 

（２）医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った香芝市保健センタ

ーに連絡すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

香芝市公告 

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条の規定に基づく定期の予防接種を次の

とおり実施する。 

 平成２１年４月 1日  

香芝市長 梅 田 善 久 

１ 予防接種の種類  ポリオ 

２ 対象者  生後３ケ月～９０ケ月未満の者 

３ 実施日時及び場所 

 実 施 日 受付時間 実施場所 

４月１０日 金 

４月１３日 月 

４月１４日 火 

４月１５日 水 

４月２７日 月 

上 
 

期 

４月２８日 火 

１０月 ８日 木 

１０月 ９日 金 

１０月１４日 水 

１０月１５日 木 

１０月２３日 金 

下 
 

期 

１０月２６日 月 

 

 

 

 

 

午後２時～ 

２時５０分

 

 

 

 

 

保健センター 

４ 費用   無料 

５ 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

（１）明らかな発熱を呈している者 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３）当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したこ

とが明らかな者 

（４）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

６ 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者） 

（１）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有

することが明らかな者 

（２）予防接種で接種後２日以内に発熱の見られた者及び全身性発疹等のアレルギーを

疑う症状を呈したことがある者 

（３）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４）過去にけいれんの既往のある者 

（５）過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 
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７ 接種後の注意事項 

（１）高熱、けいれん等の症状を呈した場合は、速やかに医師の診察を受けること。 

（２）医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った香芝市保健センタ

ーに連絡すること。 
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香芝市公告 

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条の規定に基づく定期の予防接種を次の

とおり実施する。 

 平成２１年４月 1日  

香芝市長 梅 田 善 久 

１ 予防接種の種類  三種混合第１期 

（百日せき、ジフテリア、破傷風） 

２ 対象者  生後４ケ月～９０ケ月未満の者 

（但し、追加接種は 1期初回接種終了後、６ケ月以上経ていること。） 

３ 実施日時及び場所 

実 施 日 受付時間 実施場所 

平成２１年 

４月 ７日(火)･２０日(月) 

５月１２日(火)･２０日(水)･２８日(木) 

６月 ８日(月)･１６日(火)･２４日(水) 

７月 ６日(月)･１４日(火)･２４日(金) 

８月 ６日(木)･１８日(火)･２６日(水) 

９月 ７日(月)･１７日(木)･２５日(金) 

１０月 ６日(火)･１６日(金) 

１１月 ６日(金)･１６日(月)･２５日(水) 

１２月 ３日(木)･１４日(月)･２２日(火) 

平成２１年 

１月 ６日(水)･１５日(金)･２５日(月) 

２月 ４日(木)･１６日(火)･２４日(水) 

３月 ５日(金)･１５日(月)･２５日(木) 

 

 

 

 

  

 

午後２時～ 

２時５０分

 

 

 

 

 

 

保健センター 

４ 費用   無料 

５ 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

（１）明らかな発熱を呈している者 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３）当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したこ

とが明らかな者 

（４）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

６ 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者） 

（１）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有

することが明らかな者 

（２）予防接種で接種後２日以内に発熱の見られた者及び全身性発疹等のアレルギーを

疑う症状を呈したことがある者 
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（３）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４）過去にけいれんの既往のある者 

（５）過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

７ 接種後の注意事項 

（１）高熱、けいれん等の症状を呈した場合は、速やかに医師の診察を受けること。 

（２）医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った香芝市保健センタ

ーに連絡すること。 
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香芝市公告 

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条の規定に基づく定期の予防接種を次の

とおり実施する。 

 平成２１年４月 1日  

香芝市長 梅 田 善 久 

１ 予防接種の種類  三種混合第２期 

二種混合（ジフテリア・破傷風） 

２ 接種方法  委託医療機関にて個別接種 

 病院名  病院名 

1 河井医院 16 さない内科医院 

2 澤井外科内科診療所 17 山本内科医院 

3 澤田医院 18 池原クリニック 

4 枡岡診療所 19 高橋耳鼻咽喉科 

5 牧浦医院 20 かまだ医院 

6 増田医院香芝診療所 21 森岡内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 

7 内科松山医院 22 みちのクリニック 

8 まみ小児科 23 二上駅前診療所 

9 香芝村尾クリニック 24 加藤クリニック 

10 下田診療所 25 和田クリニック 

11 堀川医院 26 かわしま内科･外科こどもｸﾘﾆｯｸ 

12 安田医院 27 旭ヶ丘クリニック 

13 片岡医院 28 佐々木クリニック 

14 藤田産婦人科内科 29 かわもとクリニック 

15 ふゆひろクリニック 30 西本内科 

３ 接種期間  平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

４ 対象者  小学６年生（１１歳・１２歳） 

５ 費用  無料 

６ 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

（１）明らかな発熱を呈している者 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３）当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したこ

とが明らかな者 

（４）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

７ 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者） 

（１）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有
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することが明らかな者 

（２）予防接種で接種後２日以内に発熱の見られた者及び全身性発疹等のアレルギーを

疑う症状を呈したことがある者 

（３）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４）過去にけいれんの既往のある者 

（５）過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

８ 接種後の注意事項 

（１）高熱、けいれん等の症状を呈した場合は、速やかに医師の診察を受けること。 

（２）医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った香芝市保健センタ

ーに連絡すること。 
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香芝市公告 

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条の規定に基づく定期の予防接種を次の

とおり実施する。 

 平成２１年４月 1日  

香芝市長 梅 田 善 久 

１ 予防接種の種類  ＢＣＧ 

２ 接種方法  委託医療機関にて個別接種 

 病院名  病院名 

1 澤井外科内科診療所 7 さない内科医院 

2 澤田医院 8 山本内科医院 

3 まみ小児科 9 みちのクリニック 

4 香芝村尾クリニック 10 加藤クリニック 

5 下田診療所 11 かわしま内科･外科こどもｸﾘﾆｯｸ 

6 ふゆひろクリニック 12 西本内科 

３ 接種期間  平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

４ 対象者  生後３ケ月～６ケ月未満の者 

５ 費用  無料 

６ 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

（１）明らかな発熱を呈している者 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３）当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したこ

とが明らかな者 

（４）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

（５）予防接種、外傷などによるケロイドの認められる者 

７ 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者） 

（１）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有

することが明らかな者 

（２）予防接種で接種後２日以内に発熱の見られた者及び全身性発疹等のアレルギーを

疑う症状を呈したことがある者 

（３）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４）過去にけいれんの既往のある者 

（５）過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

（６）過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者 

８ 接種後の注意事項 

（１）高熱、けいれん等の症状を呈した場合は、速やかに医師の診察を受けること。 
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（２）医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った香芝市保健センタ

ーに連絡すること。 
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平成２１年 ４月２３日 

香芝市教育委員会公告第４号 

 

                                                                香芝市教育委員会 

                       委員長 船木 克容  

 

平成２１年第４回香芝市教育委員会を下記のとおり招集する。 

 

記 

１．日   時   平成２１年４月３０日（木） 

          午後２時００分より 

２．場   所   香芝市役所 ４階行政委員会室 

３．案   件    （１）香芝市教育委員会事務局の管理職及び教育機関の長の任免に関す

る専決処分の報告及び承認について 

          （２）香芝市教育委員会後援等名義使用承認について 

          （３）香芝市立学校の管理運営に関する規則の一部改正に関する専決処 

             分の報告及び承認について 

          （４）学校教育法施行細則の一部改正に関する専決処分の報告及び承認

について 

          （５）香芝市立幼稚園規則の一部改正に関する専決処分の報告及び承認

について 

          （６）香芝市立学校の通学区域に関する規則の一部改正に関する専決処

分の報告及び承認について 

          （７）香芝市学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱に関する専決処分

の報告及び承認について 
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          （８）香芝市就学指導委員会委員の委嘱に関する専決処分の報告及び承

認について 

          （９）香芝市教育委員会が管理する行政文書の開示に関する専決処分の

報告及び承認について 

          （10）その他 
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